第１号様式（第７条関係）
　　年　　月　　日

江　戸　川　区　長　殿

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

企業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

江戸川区労働環境整備助成金交付申請書兼請求書
江戸川区労働環境整備助成金付要綱第７条に基づき、以下のとおり助成金の交付を申請します。なお、助成金額の確定後は指定の口座に助成金をお振込みください。
	１　事業内容
	１　職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業
（助成対象経費の２分の１以内・助成限度額50万円）
２　就業規則の作成又は変更に係る事業
　  （助成対象経費の２分の１以内・助成限度額10万円）


	２　助成金申請額
	
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	０
	０
	０

	３　添付資料
	裏面に記載の資料を添付してください。

	４　備　　考
	


	助成金振込先口座
	金融機関
コード
	
	
	
	
	-
	
	
	
	預金種別
	1普通
	2当座
	4貯蓄

	
	金融機関名
	銀　　行　

信用金庫　

信用組合　
	店　
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	
	フリガナ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	口座名義名
	


〔助成事業別添付資料〕
（１）職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業
	添付資料

	１　事業所概要
２　事業計画書
３　前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書（個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書）
４　申請者が個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し
５　就業規則の写し
６　実施する事業の内容が分かる資料（見積書、導入する機器のカタログ等）
７　製造業を主とすることが確認できる資料（対象経費に空調設備の購入費を含める場合）


（２）就業規則の作成又は変更に係る事業
	添付資料

	１　事業所概要
２　事業報告書
３　前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書（個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書）
４　申請者が個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し
５　就業規則の作成等を委託した社会保険労務士の社会保険労務士証票の写し又は都道府県社会保険労務士会会員証の写し
６　所管の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則（変更）届又は
それに類する書面の写し
７　就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し
８　就業規則の変更部分に係る新旧対照表（就業規則の変更に係る事業である場合）
９　経費を支払った請求書及び領収書の写し


備考　
１　直近の確定申告書の写しは、事業所の所在地が分かるものとする。この場合において、電子申告を利用した場合は、税務署から送信された受付結果（受信通知）を出力したものを添付するものとする。
２　就業規則は、区長が必要と認めたときは、労働基準監督署へ届け出ているかの確認を行うものとする。
